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第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
１、基本理念

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない児童の意識を育成することになる。
　そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、児童を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童の人格のすこやかな発達を支援するという児童観、指導観に立ち指導を徹底する。

本校では、学校教育目標を「豊かな心と、自ら学ぶ意欲を育てる」とし、人権尊重の精神を基調として、安全・安心な教育環境のもと社会の変化に対応できる児童の育成をめざして、創意活力に満ちた教育に努めるとともに、特色ある学校づくりをめざして、知・徳・体の調和のとれた教育に努めている。
いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもと、ここに呉服小学校いじめ防止基本方針を定める。
２、いじめの定義
（１）いじめ防止対策推進法による定義
　　　　いじめ防止対策推進法（以下、「法」という）第２条には、「『いじめ』とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義されている。

「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童や、塾やスポーツクラブ等当該児童が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童との何らかの人的関係をさす。また、「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。

児童は、いじめを行ってはならない。
（２）留意点と具体例
　　　　いじめには多様な態様がある。いじめられていても、本人がそれを否定する場合も多々ある。したがって、いじめに該当するか否かを判断するに当たっては、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立って、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要があり、「心身の苦痛を感じているもの」といったように要件を限定して解釈することのないよう努めなければならない。

具体的ないじめの態様として、以下のようなものがある。

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・お金や物をたかられる
・お金や持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・提出物や配布物のあるときにいじわるをされる
・机やいす、持ち物などがいたずらされたりする
・グループ活動の時に机を離されたり、無視されたりする

・体のことや言葉づかいのことで、冷やかしやからかわれたりする
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 　等
「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべき場合がある。また、子どもの生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらは、被害者の心情や状況等に配慮したうえで、早期に警察と連携した対応をとる。
３、学校及び教職員の責務

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、本校に在籍する児童の保護者・地域住民・児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校の児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

第2章 いじめ防止のための対策

１、基本的な考え方

いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうるという事実をふまえ、児童の尊厳が守られ、いじめに向かわせないための未然防止に、全ての教職員が取り組む。

未然防止の基本となるのは、全ての児童が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、
安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを全ての教職員が行っていくことである。児童に集団の一員としての自覚や自信が育まれることにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土を児童自らが作り出して行くものと期待される。

２、いじめ防止のための組織

（１）名称　「いじめ対策委員会」
（２）基本構成員

　　　　　　校長・教頭・生徒指導担当教員・児童生徒支援コーディネーター
首席（指導教諭）・養護教諭・支援コーディネーター・関係学年担任
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
（３）役割

　　いじめ、不登校など、子どもの学校生活の実態を把握し、支援方法や内容を関係
者・機関と協働できる道筋を示す。必要に応じ援助チームの組織を設立する。
　　ア　いじめ防止学校基本方針の策定

　　イ　いじめの未然防止

　　ウ　いじめの対応

　　エ　教職員の資質向上のための校内研修

　　オ　年間計画の企画と実施、進捗のチェック

　　カ　各取り組みの有効性の検証
　　キ　学校いじめ防止基本方針の見直し

３、いじめ防止のために取り組むこと

（１）教職員の共通理解、資質向上について
・平素からいじめについての共通理解を図るため、いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図る。

・障がい（発達障がいを含む）を持つ児童についての理解を深める。

・公開授業を行って互いの授業を参観し合い、教科の観点からだけでなく生活指導の観点からも授業を参考にし合うようにする。
（２）いじめに向かわない態度・能力の育成　　
いじめを生み出さないために、子ども一人ひとりが違いを認め合い、お互いを尊重
尊重しあうことによって、いじめを許さない集団作りを進めていく。
児童が目的を持った学校生活を送り、学級集団や自主活動の集団の中で信頼と協調
に基づく人間関係の中で、規律を守る力やコミュニケーション力を育んでいくための取組を、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などの機会を通じて、総合的に推進していく。
（３）子ども理解

いじめを行う背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、
劣等感や焦りなどが過度なストレスとならないよう、ひとりひとりを大切にした、わかりやすい授業作りを進めていくこと、学級や学年、クラブ活動での人間関係を把握して、一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めていく。
（４）自己有用感や自己肯定感の育成
他の児童や大人との関わりを通して、他人の役に立っている、他人から認められて
いるという自己有用感を獲得させる。そのために、学校の教育活動全体を通して、全ての児童が活躍できる機会が持てるようにする。その際、幅広い大人から認められているという思いが得られるよう、家庭や地域の人々にも協力を求めていく。
（５）児童の主体的な活動の促進
様々な行事を集団づくりや社会性の育成のために位置づけ、年間を通じて交流や体験の機会を計画的に配置し、児童が自ら気づき、学ぶ機会を提供する。

児童会等の取組として、いじめの問題を自分たちの問題として受け止め、自分たち
ができることを主体的に考えて行動できるように働きかける。
（６）いじめ防止等に向けた保護者・地域・関係機関との連携

・保護者地域との連携

より多くの大人が児童の悩みや相談を受けとめることができるよう、地域や家庭に対して、いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家庭との緊密な連携協力を図る。また、学校、PTA、地域の関係団体がいじめの問題について協議する機会を設けたり、学校運営協議会を活用したりするなど、地域と連携した対策を推進する。
・関係機関との連携

いじめの問題等に関する指導記録を保存し、進学・進級や転学にあたって、適切に引き継いだり情報提供したりできる体制をとる。
必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察など外部の専門機関と連携し、問題の解決にあたる。
４、年間計画
	呉服小学校　年間計画

	・原則毎週金曜日（必要に応じてや曜日の職朝及び臨時職員会議を発動）、職員朝礼の場で気になる児童の情報交流を行う。

・教職員間による公開授業（分かる授業作りの推進）
＊学校運営委員会・いじめ対応チーム会議での事案や対応については、職員会議等において報告し、周知徹底する。

	４月
	職員会議（いじめ防止基本方針の確認）

	５月
	国際理解全校集会　宿泊学習（コミュニケーション能力の育成）　
地域訪問（保護者からの相談があれば個別対応）

	６月
	学校生活（いじめ）アンケートの実施　　子どもを語る会（集団づくり）
宿泊学習（コミュニケーション能力の育成）

	７月
	個人懇談（情報交換、家庭での様子の把握）
１学期のふりかえり

	８月
	職員対象の人権に関する研修会・いけだ学園人権研修

	９月
	人権参観（授業参観）、参観後保護者

	１０月
	情報モラル教室（低・中・高学年）　

	１１月
	非行防止教室（５年）　学校生活（いじめ）アンケートの実施

	１２月
	個人懇談（情報交換、家庭での様子の把握）　
子どもを語る会（集団づくり）　２学期のふりかえり

	１月
	学校生活（いじめ）アンケートの実施　
学校評価アンケートの実施（児童・教職員）

	２月
	子どもを語る会（集団づくり）
学校運営委員会（いじめ防止に関する取組みの検証）

	３月
	国際理解全校集会　１年間のふりかえり


第３章　いじめの早期発見のための措置

１、基本的な考え方

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行
われたりするなど、大人が気づきにくく、判断しにくい形で行われることが多い。普段から児童との関わりを大切にし、信頼関係の構築に努め、児童のささいな変化に気づくことが大切である。また、気づいた情報を確実に共有し、情報に基づいて速やかに対応することが、早期発見の基本である。
２、早期発見のために取り組むこと
・日常の観察
朝の健康観察時の様子、日記などの記述、保健室の様子、休み時間の過ごし方などを意識的に観察して、情報交換を密に行う。
　　・アンケート調査

児童を対象に学校生活（いじめ）についてのアンケート調査

年に３回（６月、１１月、１月）
・教育相談
児童、保護者、教職員が、抵抗なく相談できる体制を整備する。スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる相談、保健室や電話相談窓口について、広く周知する。相談で得た個人情報については、取り扱いの方針を明確にし、適切に扱う。
第４章　いじめに対する措置

１、基本的な考え方

いじめの発見や通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、すみやかに組織的に対応する。「いじめ対応チーム」が中心となって関係児童から事情を聞き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
いじめが確認された場合は、いじめを受けた児童を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめを行った児童を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、児童の人格の成長に主眼をおいた指導をする。近年の事象をみるとき、いじめを行った児童自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚したりすることが困難な場合がある。いじめを行った児童が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。また、いじめを受けた児童は、仲間からの励まし、教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。そのような事象に関係した児童同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し対応にあたる。
２、いじめに対して取り組むこと

①いじめを受けた児童に対して
・いかなる理由があっても、いじめられた児童の味方となり、守り通すことを約束する。
・いじめを受けた悔しさやつらさにじっくりと耳を傾け共感しながら事実を聞いていく。
・プライバシーの保護、安全の確保を伝え、できるかぎり不安を除去する。
・児童が信頼できる人と連携し、寄り添い支える体制をつくる。

・いじめを受けた児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。

・自己肯定感を回復できるよう、授業や学級活動などでの活躍の場や、友人との関係作りを支える。

・安易に解決したと判断せず、経過を見守ることを伝え、いつでも相談できるように連絡先を伝えておく。
②いじめを行った児童に対して
・いじめは絶対に許されない行為であることを示し、丁寧に話を聞き、事実確認を行う。
・対応する教員は、中立の立場でうそやごまかしのない事実確認を行う。

・不平不満や本人の満たされない気持ちなどをじっくり聴く。
・いじめを行った児童には、自らの行為の責任を自覚させ、今後の行動の仕方について考えさせる。
・いじめに至った自分の心情などを振り返らせ、他者の痛みを理解できるよう根気強く継続して指導する。

・児童の抱える問題や背景に目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
③いじめを見ていたり同調していたりした児童に対して
・いじめは、学級や学年集団全体の問題として取り組んでいく。
・いじめの事実を告げることは「チクリ」ではなく、つらい立場にある人を救うことであり、人権と命を救う行為であることを伝える。
・同調していたりはやしたてたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」の児童に対して、そうした行為がいじめを受けている児童にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。

・いじめの発生の誘引となった集団の行動規範や言葉遣いなどについて振り返らせる。

・全ての児童が集団の一員として、互いを尊重し認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めて行く。
④いじめを受けた児童の保護者との連携

・事実が明らかになった時点で、速やかに家庭訪問を行い、学校で把握した事実を正確に伝える。また、保護者から児童の様子について情報提供を受ける。

・いじめを受けた児童を徹底して守り支援していくことを伝え、対応の方針を具体的に示す。
・全貌がわかるまでは、いじめを行った児童の保護者への連絡を避けることを依頼する。

・対応を安易に終結せず、経過を観察する方針を伝え、理解と協力を得る。
⑤いじめを行った児童の保護者との連携

・迅速に家庭訪問等を行い、事実を経過とともに伝えて保護者の理解や納得を得、以後の対応を適切に行えるよう協力を求める。
・いじめを受けた児童の状況も伝え、いじめの深刻さを理解してもらう。

・誰もがいじめを行う側にも、受ける側にもなりうることを伝えて、学校は児童のよりよい成長を願っていることを伝える。
・保護者に対する継続的な助言を行う。
⑥いじめが解消している状態

少なくとも次の２つの要件が満たされていることを、いじめが「解消している」状態とする。
＊いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の
期間継続していること。（相当の期間：少なくとも３か月を目安）
＊被害児童が心身の苦痛を感じていないこと
被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等
により確認する。

また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察する。
対応の流れ
　　　　　　　　　　　　　相談　　　　　　　　支援



　　　　　　　　　　　　　相談　　　　　　　　指導
　　　　　　　　　　　　　報告
　　　　　　支援

３、ネット上のいじめへの対応
・ネット上の不適切な書き込み等については、まず、問題の箇所を確認し、その箇所を
印刷・保存するとともに、学校運営委員会において対応を協議する。

・被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。その際、被害にあった児童の意向を尊重するとともに、当該児童・保護者の精神的ケアに努める。書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
・学校における情報モラル教育を進めるとともに、児童および保護者へ、インターネットの情報のやりとりの危険性などを知らせるような啓発活動を行う。
４、重大事態への対処

（１）重大事態の意味について
法第２８条には、学校または学校の設置者が事実関係を明確にするための調査を行う重大事態として以下の場合が記されている。
生命、心身又は財産に関わる重大な被害が生じた疑いがある場合
（例）・児童生徒が自殺を企図した場合　　・身体に重大な傷害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合　・精神性の疾患を発症した場合

いじめにより相当の期間学校を欠席する事を余儀なくされている疑いがある場合

相当の期間については、不登校の定義を踏まえ年間３０日を目安とするが、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合はこれにかかわらず、学校及び学校の設置者の判断で調査に着手する。

（２）重大事態の報告
　　　　　重大事態が発生した場合は、校長は直ちに市教育委員会に報告する。
第５章　その他
１、本方針は、学校運営委員会を中心に見直し、必要があると認められる時は改訂を行うものとする。

担任等による子どもの課題の気づき


　↓


コア会議（初期検討）


　↓


校長による対応の指示


　↓


いじめ対策委員会発動


　情報の共有


　対応方針の決定


　関係機関等との連携


　情報の取り扱い


　↓


関係教職員の役割分担


　↓


対応・指導
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